
２０２５年９月３０日（火） 

各 位 

 

米国政府の関税措置等に関する 

「相談窓口」と「特別融資」の延長について 
 
 

株式会社トマト銀行（取締役社長 髙木 晶悟）は、米国政府の関税措置等により、直接的・間接的

に影響を受けられたお客さまを引き続きご支援するため、下記のとおり「米国政府の関税措置等に関

する相談窓口」と、「トマト米国関税対応特別融資」の取り扱いを延長いたしますので、お知らせいた

します。 

 

記 

【相談窓口の概要】 

名 称 米国政府の関税措置等に関する相談窓口 

設 置 期 間 ２０２５年４月８日（火）～２０２６年３月３１日（火） 

設 置 場 所 

（１）全営業店（ももたろう支店は除く） 

相談受付時間 ： 窓口 （平日）午前９時から午後３時まで（※） 

（※）昼休業実施店舗は昼休業時間を除く 

： 電話 （平日）午前９時から午後５時まで 

（２）ビジネスサポートプラザ 

所在地 ： 岡山市北区番町２-２-１５ トマト銀行第２別館１階 

連絡先 ： ００８８－２４－１０２０（フリーコール） 

相談受付時間 ： 窓口・電話 （平日）午前９時から午後５時まで 

 

【特別融資の概要】 

名 称 トマト米国関税対応特別融資 

ご 利 用 

い た だ け る 方 

米国政府の関税措置等により、直接的・間接的に影響を受けられた法人および

個人事業主 

お 使 い み ち 
新米国政府の関税措置等により、経営に直接的・間接的な影響により必要と

なる運転資金および設備資金 

取 扱 期 間 ２０２５年４月９日（水）～２０２６年３月３１日（火） 

ご 利 用 金 額 ５，０００万円以内 

お 借 入 期 間 運転資金 ７年以内（６ヵ月以内の据置期間を含む） 

設備資金 １０年以内（６ヵ月以内の据置期間を含む） 

お 借 入 利 率 当社所定金利（変動金利）より 年１．０％引き下げ 

担 保 原則不要 

取 扱 店 舗 全営業店（ももたろう支店は除く） 

そ の 他 

・当社所定の審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめ

ご了承ください。 

・詳細は営業店窓口またはお電話でお尋ねください。 

 

以 上 


